
○

財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
二
十
七
日
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）

新

旧

第
一
章

総

則

第
一
章

総

則

（
適
用
の
一
般
原
則
）

（
適
用
の
一
般
原
則
）

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
七

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
、
第
七

条
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

条
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
第
二

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
第
二

十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
し
、
及
び
こ
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
と
し
て
大

十
四
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
し
、
及
び
こ
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当
な
も
の
と
し
て
大

蔵
大
臣
が
指
定
し
た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
法

蔵
大
臣
が
指
定
し
た
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
法

第
二
十
七
条
に
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
（

第
二
十
七
条
に
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
（

以
下
「
財
務
書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損

以
下
「
財
務
書
類
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
処
分
計
算
書
又
は
損

失
処
理
計
算
書
（
指
定
法
人
の
作
成
す
る
こ
れ
ら
の
財
務
書
類
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同

失
処
理
計
算
書
（
指
定
法
人
の
作
成
す
る
こ
れ
ら
の
財
務
書
類
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
附
属
明
細
表
（
以
下
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第

じ
。
）
及
び
附
属
明
細
表
（
以
下
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
第

一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
を
除
き
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し

一
条
の
二
を
除
き
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
こ
の
規
則
に
お

、
こ
の
規
則
に
お
い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計

い
て
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も

の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２

大
蔵
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
八
十
六
号
）
第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
企
業
会
計
審

（
新
設
）

議
会
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
企
業
会
計
の
基
準
は
、
前
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る

企
業
会
計
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

３

大
蔵
大
臣
が
、
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
諸
表
に
関
す
る
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の

２

大
蔵
大
臣
が
、
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
財
務
諸
表
に
関
す
る
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の

作
成
方
法
の
基
準
と
し
て
特
に
公
表
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
は
、
こ
の
規
則
の
規
定

作
成
方
法
の
基
準
と
し
て
特
に
公
表
し
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
基
準
は
、
こ
の
規
則
の
規
定

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
優

優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

先
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
信
託
財
産
に
係
る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
）

（
新
設
）

第
一
条
の
三

証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八

号
）
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
委
託
業
者
が
提
出
す
る
信
託
財
産
（
同
法
第
十
四
条

に
規
定
す
る
信
託
財
産
を
い
う
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
証
券
投
資

信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
三
十
号
）

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



（
定
義
）

（
定
義
）

第
八
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
一
年
内
」
と
は
、
貸
借
対
照
表
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の

第
八
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
一
年
内
」
と
は
、
貸
借
対
照
表
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の

日
を
い
う
。

日
を
い
う
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
親
会
社
」
と
は
、
他
の
会
社
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事

３

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
親
会
社
」
と
は
、
他
の
会
社
の
議
決
権
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四

業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
務
及
び

十
八
号
）
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る

営
業
又
は
事
業
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
（
株
主
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。
以
下
「

当
該
議
決
権
を
含
む
。
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
過
半
数
を
実
質
的
に
所
有
し
て
い
る
会
社
を
い

意
思
決
定
機
関
」
と
い
う
。
）
を
支
配
し
て
い
る
会
社
を
い
い
、
「
子
会
社
」
と
は
、
当
該
他
の
会
社

い
、
「
子
会
社
」
と
は
、
当
該
他
の
会
社
を
い
う
。
親
会
社
及
び
子
会
社
又
は
子
会
社
が
他
の
会
社
の

等
を
い
う
。
親
会
社
及
び
子
会
社
又
は
子
会
社
が
、
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る

議
決
権
の
過
半
数
を
実
質
的
に
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
も
、
ま
た
、
そ
の
親
会

場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
等
も
、
そ
の
親
会
社
の
子
会
社
と
み
な
す
。

社
の
子
会
社
と
み
な
す
。

４

前
項
に
規
定
す
る
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
会
社
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

（
新
設
）

る
会
社
を
い
う
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
会
社
等
の

意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
会
社
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

他
の
会
社
等
（
会
社
更
生
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
決
定
を
受
け
た
会
社
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
整
理
開

始
の
命
令
を
受
け
た
会
社
、
破
産
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
破
産
宣
告

を
受
け
た
会
社
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
会
社
等
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存

在
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
会
社
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
過
半
数

を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
会
社

二

他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有

し
て
い
る
会
社
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
会
社

イ

自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引

等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て

い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て

い
る
こ
と
。

ロ

役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
で
自
己
が
他
の
会
社
等
の
財
務

及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
当
該
他
の

会
社
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ハ

他
の
会
社
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在

す
る
こ
と
。

ニ

他
の
会
社
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。



）
の
総
額
の
過
半
に
つ
い
て
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び

第
六
項
第
二
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
つ
て
い
る
こ
と
（
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技

術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総

額
の
過
半
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ホ

そ
の
他
他
の
会
社
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す

る
こ
と
。

三

自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等

に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
及
び
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者

が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
た
場
合
（
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
）
に
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
会
社
で
あ
つ
て
、
か
つ
、

前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
会
社

５

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
関
連
会
社
」
と
は
、
会
社
（
当
該
会
社
が
子
会
社
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当

４

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
関
連
会
社
」
と
は
、
会
社
（
当
該
会
社
が
子
会
社
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当

該
子
会
社
を
含
む
。
）
が
、
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ
て
、
子
会
社
以
外

該
子
会
社
を
含
む
。
）
が
他
の
会
社
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
実
質
的
に

の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

所
有
し
、
か
つ
、
当
該
会
社
が
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
の
関
係
を
通
じ
て
当
該
他
の
会
社
の
財

で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
を
い
う
。

務
及
び
営
業
の
方
針
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社

を
い
う
。

６

前
項
に
規
定
す
る
子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し

（
新
設
）

て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
い
う
。
た
だ
し
、

財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営

業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
（
会
社
更
生
法
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
会

社
、
商
法
の
規
定
に
よ
る
整
理
開
始
の
命
令
を
受
け
た
会
社
、
破
産
法
の
規
定
に
よ
る
破
産
宣
告
を

受
け
た
会
社
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
会
社
等
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業

又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
会
社

等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お

い
て
所
有
し
て
い
る
場
合

二

子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
五
以
上
、
百
分
の
二
十
未
満
を
自
己
の
計
算

に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合イ

役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
で
自
己
が
子
会
社
以
外
の
他
の

会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
者



が
、
当
該
子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
の
代
表
取
締
役
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に

就
任
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
に
対
し
て
重
要
な
融
資
を
行
つ
て
い
る
こ
と
。

ハ

子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
に
対
し
て
重
要
な
技
術
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ
そ
の
他
の
営
業
上
又
は
事
業
上

の
取
引
が
あ
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重

要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等

に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
及
び
自
己
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者

が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
た
場
合
（
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
）
に
子
会
社
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
占
め
て
い
る

と
き
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

７

特
別
目
的
会
社
（
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

（
新
設
）

百
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
及
び
事
業
内
容
の
変
更
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ

れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
正
な

価
額
で
譲
り
受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収
益
を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
に
享

受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が
そ
の
目
的
に
従
つ

て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に
対
す
る
出
資
者
及
び
当
該
特
別
目
的
会

社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
会
社
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
出
資
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
独
立
し
て
い

る
も
の
と
認
め
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
資
者
等
の
子
会
社
に
該
当
し
な
い

も
の
と
推
定
す
る
。

８

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
関
係
会
社
」
と
は
、
法
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
提
出
す
べ
き
会
社
（
以

５

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
関
係
会
社
」
と
は
、
法
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
提
出
す
べ
き
会
社
（
以

下
「
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
い
う
。
）
の
親
会
社
、
子
会
社
及
び
関
連
会
社
並
び
に
財
務
諸
表
提
出

下
「
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
い
う
。
）
の
親
会
社
、
子
会
社
及
び
関
連
会
社
並
び
に
財
務
諸
表
提
出

会
社
が
他
の
会
社
等
の
関
連
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
等
を
い
う
。

会
社
が
他
の
会
社
の
関
連
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
を
い
う
。

９

（
略
）

６

（
略
）

（
略
）

７

（
略
）

（
略
）

８

（
略
）

（
略
）

９

（
略
）

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
は
、
第
九
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
取
引
を

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
」
と
は
、
第
六
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
取
引
を

い
う
。

い
う
。

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
は
、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に

（
新
設
）



関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
。
以
下
「
連
結
財
務
諸
表
規
則
」
と
い
う
。
）

第
一
条
に
規
定
す
る
連
結
財
務
諸
表
を
い
う
。

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
持
分
法
」
と
は
、
連
結
財
務
諸
表
規
則
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
方
法
を

（
新
設
）

い
う
。

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
関
連
当
事
者
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

（
新
設
）

イ

財
務
諸
表
提
出
会
社
の
親
会
社

ロ

財
務
諸
表
提
出
会
社
の
子
会
社

ハ

財
務
諸
表
提
出
会
社
と
同
一
の
親
会
社
を
も
つ
会
社
等

ニ

財
務
諸
表
提
出
会
社
の
そ
の
他
の
関
係
会
社
（
財
務
諸
表
提
出
会
社
が
他
の
会
社
の
関
連
会
社
で

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
そ
の

他
の
関
係
会
社
の
親
会
社
及
び
子
会
社

ホ

財
務
諸
表
提
出
会
社
の
関
連
会
社
及
び
当
該
関
連
会
社
の
子
会
社

ヘ

財
務
諸
表
提
出
会
社
の
主
要
株
主
（
法
第
百
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
近
親
者
（
二
親
等
内
の
親
族
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ト

財
務
諸
表
提
出
会
社
の
役
員
（
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
近
親
者

チ

ヘ
又
は
ト
に
掲
げ
る
者
が
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
会
社
等
及

び
当
該
会
社
等
の
子
会
社

（
持
分
法
損
益
等
の
注
記
）

（
新
設
）

第
八
条
の
九

連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
な
い
会
社
に
あ
つ
て
は
、
関
連
会
社
に
対
す
る
投
資
の
金

額
並
び
に
当
該
投
資
に
対
し
て
持
分
法
を
適
用
し
た
場
合
の
投
資
の
金
額
及
び
投
資
利
益
又
は
投
資
損

失
の
金
額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
損
益
等
か
ら
み
て
重
要
性
の
乏
し
い
関
連
会
社

に
つ
い
て
は
除
外
し
て
こ
れ
ら
の
金
額
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
関
連
当
事
者
と
の
取
引
に
関
す
る
注
記
）

（
新
設
）

第
八
条
の
十

財
務
諸
表
の
提
出
会
社
と
関
連
当
事
者
と
の
間
に
取
引
が
あ
る
場
合
（
当
該
関
連
当
事
者

が
当
該
提
出
会
社
の
親
会
社
、
そ
の
他
の
関
係
会
社
、
主
要
株
主
又
は
役
員
（
以
下
「
親
会
社
等
」
と

い
う
。
）
の
場
合
で
あ
つ
て
、
親
会
社
等
が
第
三
者
の
た
め
に
当
該
提
出
会
社
と
の
間
で
行
う
取
引
が

あ
る
場
合
及
び
当
該
提
出
会
社
と
第
三
者
と
の
間
の
取
引
で
親
会
社
等
が
当
該
取
引
に
関
し
て
当
該
提

出
会
社
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
そ
の
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
原
則
と
し
て
関
連
当
事
者
ご
と
に
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

財
務
諸
表
の
提
出
会
社
が
連
結
財
務
諸
表
を
作
成
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



一

当
該
関
連
当
事
者
が
会
社
等
の
場
合
に
は
、
そ
の
名
称
、
所
在
地
、
資
本
金
又
は
出
資
金
、
事
業

の
内
容
及
び
当
該
関
連
当
事
者
の
議
決
権
に
対
す
る
当
該
提
出
会
社
の
所
有
割
合
又
は
当
該
提
出
会

社
の
議
決
権
に
対
す
る
当
該
関
連
当
事
者
の
所
有
割
合

二

当
該
関
連
当
事
者
が
個
人
の
場
合
に
は
、
そ
の
氏
名
、
職
業
及
び
当
該
提
出
会
社
の
議
決
権
に
対

す
る
当
該
関
連
当
事
者
の
所
有
割
合

三

当
該
提
出
会
社
と
当
該
関
連
当
事
者
と
の
関
係

四

取
引
の
内
容

五

取
引
の
種
類
別
の
取
引
金
額

六

取
引
条
件
及
び
取
引
条
件
の
決
定
方
針

七

取
引
に
よ
り
発
生
し
た
債
権
債
務
に
係
る
主
な
科
目
別
の
期
末
残
高

八

取
引
条
件
の
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
、
変
更
の
内
容
及
び
当
該
変
更
が
財
務
諸
表
に

与
え
て
い
る
影
響
の
内
容

２

関
連
当
事
者
と
の
間
の
取
引
の
う
ち
次
の
各
号
に
定
め
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
注

記
を
要
し
な
い
。

一

一
般
競
争
入
札
に
よ
る
取
引
並
び
に
預
金
利
息
及
び
配
当
金
の
受
取
り
そ
の
他
取
引
の
性
質
か
ら

み
て
取
引
条
件
が
一
般
の
取
引
と
同
様
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
取
引

二

役
員
に
対
す
る
報
酬
、
賞
与
及
び
退
職
慰
労
金
の
支
払
い

第
二
章

貸
借
対
照
表

第
二
章

貸
借
対
照
表

第
二
節

資

産

第
二
節

資

産

第
三
目

固
定
資
産

第
三
目

固
定
資
産

（
無
形
固
定
資
産
の
範
囲
）

（
無
形
固
定
資
産
の
範
囲
）

第
二
十
七
条

営
業
権
、
特
許
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、
商
標
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
鉱
業
権
、

第
二
十
七
条

営
業
権
、
特
許
権
、
借
地
権
、
地
上
権
、
商
標
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
鉱
業
権
、

漁
業
権
、
入
漁
権
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
資
産
は
、
無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
も

漁
業
権
、
入
漁
権
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
資
産
は
、
無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

（
無
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
）

（
無
形
固
定
資
産
の
区
分
表
示
）

第
二
十
八
条

無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示

第
二
十
八
条

無
形
固
定
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示

す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

営
業
権

一

営
業
権



二

特
許
権

二

特
許
権

三

借
地
権
（
地
上
権
を
含
む
。
）

三

借
地
権
（
地
上
権
を
含
む
。
）

四

商
標
権

四

商
標
権

五

実
用
新
案
権

五

実
用
新
案
権

六

意
匠
権

六

意
匠
権

七

鉱
業
権

七

鉱
業
権

八

漁
業
権
（
入
漁
権
を
含
む
。
）

八

漁
業
権
（
入
漁
権
を
含
む
。
）

九

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

（
新
設
）

十

そ
の
他

九

（
同
上
）

２

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

２

（
同
上
）

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
第
十
号
の
資
産
の
う
ち
、
水
利
権
又
は
そ
の
他
の
資
産
で
そ
の
金
額
が
資
産

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
第
九
号
の
資
産
の
う
ち
、
水
利
権
又
は
そ
の
他
の
資
産
で
そ
の
金
額
が
資
産

の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て

の
総
額
の
百
分
の
一
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
産
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て

掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
目

繰
延
資
産

第
四
目

繰
延
資
産

（
繰
延
資
産
の
範
囲
）

（
繰
延
資
産
の
範
囲
）

第
三
十
六
条

創
立
費
、
開
業
費
、
新
株
発
行
費
、
社
債
発
行
費
、
社
債
発
行
差
金
、
開
発
費
及
び
建

第
三
十
六
条

創
立
費
、
開
業
費
、
新
株
発
行
費
、
社
債
発
行
費
、
社
債
発
行
差
金
、
開
発
費
、
試
験
研

設
利
息
（
商
法
第
二
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
に
配
当
し
た
利
息
を
い
う
。
以
下
同

究
費
及
び
建
設
利
息
（
商
法
第
二
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
に
配
当
し
た
利
息
を
い

じ
。
）
は
、
繰
延
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
繰
延
資
産
に
属
す
る
も
の
と
す
る
。

（
繰
延
資
産
の
区
分
表
示
）

（
繰
延
資
産
の
区
分
表
示
）

第
三
十
七
条

繰
延
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名

第
三
十
七
条

繰
延
資
産
に
属
す
る
資
産
は
、
次
に
掲
げ
る
項
目
の
区
分
に
従
い
、
当
該
資
産
を
示
す
名

称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
掲
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

創
立
費

一

創
立
費

二

開
業
費

二

開
業
費

三

新
株
発
行
費

三

新
株
発
行
費

四

社
債
発
行
費

四

社
債
発
行
費

五

社
債
発
行
差
金

五

社
債
発
行
差
金

六

開
発
費

六

開
発
費

（
削
除
）

七

試
験
研
究
費

七

建
設
利
息

八

建
設
利
息

２

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

２

同
上



第
三
章

損
益
計
算
書

第
三
章

損
益
計
算
書

第
三
節

販
売
費
及
び
一
般
管
理
費

第
三
節

販
売
費
及
び
一
般
管
理
費

（
研
究
開
発
費
の
注
記
）

（
技
術
研
究
費
の
表
示
方
法
）

第
八
十
六
条

一
般
管
理
費
及
び
当
期
製
造
費
用
に
含
ま
れ
て
い
る
研
究
開
発
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
総

第
八
十
六
条

新
製
品
又
は
新
技
術
の
開
拓
等
の
費
用
で
企
業
全
般
に
関
す
る
も
の
は
、
一
般
管
理
費
と

額
を
注
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
て
、
当
該
費
用
を
示
す
名
称
を
付
し
た
科
目
を
も
つ
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
一

般
管
理
費
と
区
別
し
て
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費
の
次
に
別
に
掲
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章

附
属
明
細
表

第
六
章

附
属
明
細
表

（
特
定
事
業
を
営
む
会
社
の
附
属
明
細
表
）

（
特
定
事
業
を
営
む
会
社
の
附
属
明
細
表
）

第
百
十
九
条

別
記
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
株
式
会
社
及
び
指
定
法
人
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も

第
百
十
九
条

別
記
に
掲
げ
る
事
業
を
営
む
株
式
会
社
及
び
指
定
法
人
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も

の
が
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
附
属
明
細
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め

の
が
法
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
附
属
明
細
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
、
造
船
業
財
務
諸
表
準
則
（
昭
和

一

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
、
造
船
業
財
務
諸
表
準
則
（
昭
和

二
十
六
年
運
輸
省
告
示
第
二
五
四
号
）
、
証
券
会
社
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
年
総
理
府
令
・
大
蔵

二
十
六
年
運
輸
省
告
示
第
二
五
四
号
）
、
証
券
会
社
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
五

省
令
第
三
十
二
号
）
、
鉄
道
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
、
一
般
旅
客
自

十
二
号
）
、
鉄
道
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
、
一
般
旅
客
自
動
車
運
送

動
車
運
送
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
一
九
号
）
、
自
動
車
道
事
業
会
計
規
則
（

事
業
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
一
九
号
）
又
は
自
動
車
道
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
三

昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
三
号
）
又
は
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る

十
九
年
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
各

法
律
施
行
規
則
の
適
用
を
受
け
る
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
附
属
明
細

号
に
掲
げ
る
附
属
明
細
表
を
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

表
を
同
条
第
二
項
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

九

証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
適
用
を
受
け
る
証
券
投
資
法
人

（
新
設
）

に
つ
い
て
は
、
同
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
有
価
証
券
明
細
表
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

別
記

一
～
十
六

省
略

別
記

一
～
十
六

省
略

十
七

証
券
投
資
信
託
委
託
業

（
新
設
）

十
八

証
券
投
資
業

（
新
設
）


